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紙
類
の
出
し
方

　
次
の
品
目
ご
と
に
分
別
し
て
出

し
て
く
だ
さ
い
。

段
ボ
ー
ル
…
１
メ
ー
ト
ル
四
方
以

下
に
た
た
ん
で
、
ひ
も
で
十
字
に

し
ば
る
。

新
聞
紙
（
広
告
を
含
む
）
…
ひ
も

で
十
字
に
し
ば
る
（
専
用
の
袋
に

入
れ
て
も
し
ば
る
）。

雑
誌
、
書
籍
…
ひ
も
で
十
字
に
し

ば
る
。

ざ
つ
が
み
類
（
包
装
紙
、
封
筒
、

菓
子
の
外
箱
な
ど
）
…
紙
袋
な
ど

に
入
れ
て
、
ひ
も
で
十
字
に
し
ば

る
（
ビ
ニ
ー
ル
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、

銀
紙
、
ゴ
ム
類
は
除
く
）。

シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
し
た
紙
類
…
透
明

・
半
透
明
の
袋
に
入
れ
る
（
シ
ー

ル
、
ビ
ニ
ー
ル
、
カ
ー
ボ
ン
紙
な

ど
資
源
に
な
ら
な
い
も
の
を
混
入

さ
せ
な
い
）。

牛
乳
パ
ッ
ク
…
洗
浄
、
開
封
、
乾

燥
さ
せ
て
か
ら
ひ
も
で
十
字
に
し

ば
る
。

※
次
の
紙
類
は
、
資
源
と
な
り
ま

せ
ん
。
燃
え
る
ご
み
に
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

油
な
ど
で
汚
れ
て
い
る
も
の
、

カ
ー
ボ
ン
紙
、
写
真
、
紙
コ
ッ
プ

な
ど
の
ワ
ッ
ク
ス
加
工
品
、
香
料

の
強
い
も
の
（
線
香
・
石
け
ん
・

洗
剤
の
箱
な
ど
）、
ビ
ニ
ー
ル
コ

ー
ト
紙
、
酒
類
の
パ
ッ
ク
、
シ
ー

ル
類
、
ロ
ー
ル
紙
、
ア
イ
ロ
ン
プ

リ
ン
ト
シ
ー
ト
な
ど
の
捺な

っ

染せ
ん

紙し

、

感
熱
紙
な
ど

布
類
の
出
し
方

 
必
ず
、
透
明
・
半
透
明
の
袋
に

入
れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
次
の
布
類
は
、
資
源
と
な
り
ま

せ
ん
。
燃
え
る
ご
み
に
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

汚
れ
た
も
の
、
濡
れ
た
も
の
、

不
衛
生
な
も
の
、
ぬ
い
ぐ
る
み
、

ペ
ッ
ト
に
使
用
し
た
も
の
、
ま
く

ら
、
ふ
と
ん
（
綿
入
り
）、
敷
物
、

座
布
団
な
ど

　
紙
・
布
類
の
収
集
は
、
市
が
行

っ
て
い
る
資
源
ご
み
の
収
集
の
ほ

か
、
町
会
・
子
ど
も
会
な
ど
が
集

団
回
収
を
行
っ
て
い
る
地
域
も
あ

り
ま
す
。

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
ご
み
の
分
別
を
お
願
い
し
、
資
源
ご
み
と
し
て
、
ビ
ン
、
カ
ン
、
紙
類
、
布

類
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
の
分
別
収
集
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
家
庭
や
事
業
所
か
ら
出
さ
れ
る
燃
え
る
ご
み
の
う
ち
、
約
２０
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
紙
・
布
類
で
す
。
こ
れ
ら

は
、
分
別
す
る
こ
と
で
資
源
と
な
り
ま
す
。
紙
・
布
類
の
一
層
の
分
別
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

物
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
課
☎
奮
２
３
４

分
別
し
て
燃
え
る
ご
み
を
　
　

　
　
　
　
　
減
ら
し
ま
し
ょ
う

―
紙
・
布
類
は
資
源
の
日
に
出
し
ま
し
ょ
う
―

燃
え
る
ご
み
の
減
量
化

　
燃
え
る
ご
み
は
、
約
４７
パ
ー
セ

ン
ト
が
水
分
で
す
。
水
分
を
よ
く

切
る
こ
と
に
よ
り
、
減
量
化
で
き

ま
す
。食

品
ロ
ス
の
減
量
化

　
ま
だ
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の

に
捨
て
ら
れ
て
い
る
食
べ
物
の
こ

と
を
「
食
品
ロ
ス
」
と
い
い
ま
す
。

日
本
に
お
け
る
食
品
ロ
ス
は
年
間

約
６３２
万
ト
ン
と
推
計
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

食
料
品
は
計
画
的
に
購
入
し
、

調
理
や
保
存
を
上
手
に
行
っ
て
、

食
品
ロ
ス
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

事
業
所
の
ご
み
の
出
し
方

　
会
社
や
工
場
、
商
店
な
ど
の
事

業
所
か
ら
出
る
再
生
可
能
な
紙
類

（
新
聞
、雑
誌
、パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
、

ダ
ン
ボ
ー
ル
、
コ
ピ
ー
用
紙
、
雑

紙
〈
は
が
き
、
封
筒
、
名
刺
、
紙

箱
な
ど
〉）
を
分
別
し
、
ご
み
収

集
許
可
業
者
や
古
紙
業
者
に
お
出

し
く
だ
さ
い
。

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー

　
平
成
２９
年
度
の
ご
み
収
集
カ
レ

ン
ダ
ー
は
、
市
役
所
（
環
境
リ
サ

イ
ク
ル
課
窓
口
・
総
合
案
内
）
お

よ
び
市
内
各
公
共
施
設
窓
口
で
配

布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま

す
。
種
類
が
分
か
れ
て
い
ま
す
の

で
、
対
応
す
る
カ
レ
ン
ダ
ー
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

※
家
庭
ご
み
は
、
収
集
日
の
午
前

８
時
ま
で
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

事
業
系
の
ご
み
は
、
家
庭
ご
み
の

集
積
所
に
は
出
せ
ま
せ
ん
。

　下記のとおり、平成29年 8 月診療分からと平成30年 8 月診療分からの 2段階で、高額療養費制度の自己
負担限度額が変更されます。
　なお、住民税非課税世帯の方については、変更ありません。� 物国保年金課☎奮８２５
� 適用年月
所得区分� 現行 平成29年 8 月～平成30年 7 月 平成30年 8 月～

区分 課税所得（注 １） 窓口
負担

限度額
（世帯単位）

限度額
（世帯単位）

限度額
（世帯単位）

外来
（個人単位）

外来
（個人単位）

外来
（個人単位）

現役並み
所得者

690万円以上

3割 44,400円

80,１00円＋
（医療費－267,000円）× １ %

＜多数回該当：44,400円＞
（注 3）

57,600円

80,100円＋　　　　　　　　　
（医療費－267,000円）× 1 %

＜多数回該当：44,400円＞

252,600円＋　　　　　　　　　
（医療費－842,000円）× 1 %
＜多数回該当：140,100円＞

380万円以上
167,400円＋　　　　　　　　　
（医療費－558,000円）× 1 %
＜多数回該当：93,000円＞

１45万円以上
80,100円＋　　　　　　　　　
（医療費－267,000円）× 1 %
＜多数回該当：44,400円＞

一般 １45万円未満
（注 2）

１割

１2,000円 44,400円
14,000円
年間上限額
144,000円

57,600円
＜多数回該当：44,400円＞

18,000円
年間上限額
144,000円

57,600円
＜多数回該当：44,400円＞

低所得
Ⅱ 住民税非課税

8,000円
24,600円

変更なし
変更なし

変更なし
変更なし

低所得
Ⅰ

住民税非課税
（所得一定以下） １5,000円 変更なし 変更なし

注 １：課税所得とは、収入から所得控除などを控除した額を示します。
注 2：収入の合計額が520万円未満（ １人世帯の場合は、383万円未満）の場合も含みます。
注 3：多数回該当とは、過去１2カ月間で、同じ世帯での支給が 4回以上あった場合の、 4回目以降の限度額を示します。
注 4：年間上限額は、 8月から翌年 7月までの合計額に対して適用されます。

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

（注 4） （注 4）

高額療養費制度の自己負担限度額の変更


